
 

 

 

 

静岡市文化振興計画 

（中間案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年○月 

静岡市 

H28.11.25

7 



はじめに 

（以下の内容を盛り込んで市長挨拶として作文） 

 

○ 第３次総合計画で「世界に輝く静岡」の実現を目指し、まちづくりをスター 

トさせていること 

 

○ 静岡市において芸術文化等を振興していく必要性について 

 

○ 以上のことから、この静岡市文化振興計画を策定しました。 

 

 

平成 29年 3月 

 

                       静岡市長 田 辺 信 宏 
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第１章 計画の策定にあたって                  

ここでは、静岡市文化振興計画策定の意義と背景について述べています。 

 

１ 策定の趣旨 

 本市では、平成 15 年４月の静岡市と清水市の合併を経て、平成 16 年度に

策定した「第１次静岡市総合計画」の基本理念を達成していくための部門別計画

の一つとして、これまでの両市の文化振興に向けた取組を踏まえ、平成 18 年３

月に「静岡市文化振興ビジョン」を策定しました。 

 ビジョンでは、「個性あるしずおか文化の創造と継承～人が文化を創り、文化

が人を育てる都市（まち）を目指して～」という基本理念のもと、「しずおかの

風土につちかわれた歴史と文化の伝承」、「地域性豊かな市民文化の創造」、「しず

おか文化の発信と交流」を３つの目標に掲げ、これまで様々な角度から文化振興

施策を進めてきました。 

 しかし、平成 26 年度をもってビジョンの計画期間が終了したことを受け、今

後の文化振興の方向性を探るなかで、本市が文化を振興していく上で変わるこ

とのない理念等を条例という大きな柱として定め、文化のちからによる都市の

発展を目指す姿勢を示そうと、平成 28 年４月に「静岡市創造及び交流によりま

ちの活力を生み出す文化の振興に関する条例」が制定されました。 

条例では、「文化のちからにより国内外から多くの人々を集め、訪れる人、住

む人を魅了する求心力の高いまちの実現」を目指すことが掲げられ、そのための

指針として文化の振興に関する計画を定めることが条項に盛り込まれました。

これを受け、「静岡市文化振興計画」を策定し、総合的かつ持続的な文化の振興

を図り魅力あるまちづくりに活かすこととしました。 

 

 

２ しずおか文化の特徴 

静岡市は、南アルプスから駿河湾に至る広大な市域を有し、温暖な気候と豊

かな自然環境に恵まれ、古来より東西交通の要衝として栄えてきました。 

弥生時代の代表的遺跡である登呂遺跡等、太古から人々が暮らしていたこと

がわかる遺跡も多く残され、今川家、徳川家の城下町として、また東海道の宿

場町として史跡や名所旧跡も多く、豊富な歴史文化資源を有しています。 

 また、古くからこの地方における政治、経済、文化の中心として、様々なも

のがこの地に集まる恩恵を受けており、全国の名工が集結したことにより、も

のづくりが盛んであり、それを上手く取り入れて生活を充実させてきました。 

 他都市に比べ主な文化施設が中心市街地に集約されており、芸術鑑賞からシ

ョッピング、エンターテイメントまで、求心力のあるコンテンツを徒歩圏内で



2 
 

楽しむことができ、自然と都市の両方の機能を兼ね備えたまちであるといえま

す。 

 人々の性格も温和で、外から入ってくるものを柔軟に受け入れる姿勢がある

反面、中庸で平均的なことをよしとする保守的な性格であるため、突出した文

化が育ちにくいということも考えられます。しかし、人口減少対策が叫ばれる

なか、「まち」の存在感を高め本市への交流人口の増加を図るためには、これ

までの伝統を大切にしながら、大道芸ワールドカップin静岡に続く新たな取組

や文化施設を核とした世界レベルの文化の発信を進め、静岡市として個性を発

揮すべきだといえます。 

 

 

３ 計画の位置付け 

 静岡市文化振興計画は、平成 28 年４月に制定された「静岡市創造及び交流に

よりまちの活力を生み出す文化の振興に関する条例」第９条に基づき策定する

もので、条例に定められた基本理念を踏まえ、文化の振興に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するための指針となるものです。 

 また、本市のまちづくりの最上位計画として平成 27 年３月に策定された、

「第３次静岡市総合計画」に掲げられた目指す都市像を文化の面から実現する

ための個別計画となるものです。 

 

 

４ 計画期間 

 本計画の計画期間は、第３次静岡市総合計画の目標年次の終了に合わせ、平成

34 年度までの６年間とします。 

 

 

５ 文化の定義 

 本計画における「文化」とは、「静岡市創造及び交流によりまちの活力を生み

出す文化の振興に関する条例」第２条に次のように規定しています。 

 

用 語 定 義 

芸術文化 
芸術（音楽、美術、演劇、文学、舞踊、写真、映画その他の

芸術をいう。）に関する文化 

歴史文化 

伝統芸能（能楽、歌舞伎その他のわが国古来の伝統的な芸

能をいう。）、茶道、華道、書道その他これらに類するもの及

び歴史上の意義を有する事象に関する文化 
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「文化」はそれを示す範囲が広いため、条例を制定するにあたり、ある程度の

範囲を定義する必要がありました。そこで、現代的な「芸術文化」と日本古来か

ら続く「伝統文化」の２つにすることとしました。その整理の中で、本市には、

市の発展の礎を築いた先人の英知及び功績を現代に伝える文化財や世界に誇れ

る景観など、長い歴史の中で創造され、育まれてきた有形及び無形の文化財のほ

か、歴史上の出来事に関するものもあり、これらについても文化として積極的に

活用できるよう、あえて「歴史文化」と定義しています。 

 

 

６ 基本理念 

 本市は、文化振興を進めるうえでの基本的な考え方について、条例第３条に次

のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文化の振興に当たっては、 

（１）市民の自主性及び創造性が尊重されること。 

（２）市民が常に文化に関する意識の高揚に努め、等しく文化活動を行

うことができる環境の下に行われること。 

（３）豊かな自然環境、歴史及び風土に培われてきた本市の文化が、市

民の共通の財産として認識されるよう配慮されること。 

（４）次代を担う子どもに対する支援や人材の育成が図られること。 

（５）市民が誇りと愛着を持ち、守り育ててきた特色ある文化が尊重さ

れ、その活用が図られること。 

（６）本市の文化を国内外へ発信することにより、文化を活かした交流

促進が図られること。 

（７）各主体がそれぞれの責務にのっとり、相互に連携し、及び協働し

て文化活動が行われること。 
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第２章 現状と課題                       

ここでは、静岡市の文化振興の現状と課題について整理しています。 

 

１ 芸術文化等を取り巻く動向 

  芸術文化等を取り巻く国・県の動向や、情勢の変化としては、次のようなも

のがあげられます。 

 

（１）国・県の動向  

 ◆文化芸術振興基本法（平成 13 年 12 月施行） 

   平成 13 年 12 月に文化芸術振興基本法が施行されました。この法律は 

文化芸術の振興に関する基本理念や施策の基本となる事項について定めた 

もので、地方公共団体の責務として、『文化芸術の振興に関し、国との連携 

を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、 

及び実施する』と規定しています。 

 

 ◆劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成 24 年６月施行） 

   平成 24 年６月に劇場、音楽堂等の活性化に関する法律が施行されまし 

た。この法律は、文化芸術振興基本法の基本理念に基づいて、劇場、音楽堂、 

文化ホールなどの機能を活性化し、音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸など 

の水準の向上と振興を図るために制定されたもので、劇場、音楽堂等の事業、 

関係者並びに国及び地方公共団体の役割、基本的施策などについて定めてい 

ます。 

 

 ◆文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 4 次基本方針） 

（平成 27 年５月閣議決定） 

   平成 27 年５月に文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 4 次基本方 

針）が閣議決定されました。この第 4 次基本方針では、文化芸術振興の基本 

理念や意義に加えて、『国際的な文化交流の必要性』や教育、まちづくり、 

観光・産業との関連による『社会への波及効果』、条例の制定等による『地 

方公共団体における文化施策の展開』、定性的な評価を活用した『政策評価 

の必要性』などが明記されています。 

 

 ◆文化芸術創造都市 

   欧州などで進められてきた文化芸術の持つ創造性を活かした産業振興や 

地域活性化の取組が「クリエイティブ・シティ」として国内外で注目されて 

います。文化庁では、文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興等 

https://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E5%8C%96%E8%8A%B8%E8%A1%93%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95-622999#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB-134457
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93-96506
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に活用し、地域課題の解決に取り組む地方自治体を「文化芸術創造都市」と 

位置づけ、文化庁長官表彰、国内ネットワークの構築を通じ支援しています。 

 

 ◆クールジャパン 

   外国人がクールととらえる日本の魅力（アニメ、マンガ、ゲーム等のコン

テンツ、ファッション、食、伝統文化、デザイン、ロボットや環境技術など）

の強みを産業化し、それを国際展開するための官民連携による推進方策及

び発信力の強化が検討され、クールジャパン戦略として推進されています。 

 

 ◆静岡県文化振興基本条例（平成 18 年 10 月策定） 

◆第 3 期ふじのくに文化振興基本計画（平成 26 年３月策定） 

   静岡県は、平成 18 年 10 月に文化振興基本条例を施行し、条例に基づ 

き平成 26 年３月に第 3 期ふじのくに文化振興基本計画を策定しました。 

この計画では、いつでもどこでも多彩で魅力的な文化の花が咲き、国内外か 

ら憧れられる県づくりとして「ふじのくに芸術回廊」の実現を基本目標とし 

ています。 

 

（２）情勢の変化 

 ◆地方創生 

   人口減少社会が到来し、特に地方においては過疎化や少子高齢化等の影

響により、地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手不足が指摘されて

います。文化芸術、町並み、地域の歴史等を地域資源として戦略的に活用し、

地域の特色に応じた優れた取組を展開することで、交流人口の増加や移住

につなげる必要があります。 

 

 ◆2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催 

   東京大会は、我が国の文化や魅力を世界に示すまたとない大きなチャン 

スであり、国においても、その開催効果を東京のみならず広く全国に波及さ 

せるため、文化プログラム等の機会を活用して、地域の文化を体験してもら 

うための取組を全国各地で実施するとしています。本市においても、本市を 

対外的に「どう見せるか」、「どう見せたいか」を意識し、様々なコンテンツ 

を「しずおか文化」として磨き上げることによって、オリンピック閉幕後も 

続くシティプロモーションと経済効果も視野に入れた施策展開を図る必要 

があります。 
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２ 本市における芸術文化等の現状 

（１）市民の文化活動状況 

  平成 28 年度に実施した、「静岡市の芸術文化等に関する市民意識調査」に

よると、普段から芸術文化等の鑑賞や創作・参加を通じた体験などの活動をし

ている市民は 40.２％に留まり、活動していないと回答した市民の 57.7％を

下回る結果となりました。 

また、活動しているとした市民でも、活動頻度においては「年数回程度」が

49.0％と約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは普段から、芸術文化等の鑑賞や創作・参加を通じた体験など 

の活動をしていますか。 

あなたは普段どのくらいの頻度で芸術文化等の活動をしていますか。 

「静岡市の芸術文化等に関する市民意識調査（平成 28年度）」 

活動

している

40.2 %活動

していない

57.7 %

無回答

2.1 %

回答数＝950 

ほぼ毎日

6.5 %

週に

1～2回くらい

12.8%

月に

1～2回くらい

27.0 %

年数回程度

49.0 %

その他

2.1%

無回答

2.6%
回答数＝382 
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（２）環境に関する市民満足度 

  本市はこれまでも、静岡市文化振興ビジョンに基づき、市民の芸術文化活動

に対する支援や鑑賞機会の充実に努めてきましたが、本市が行う文化事業や

施設の管理運営などの取組に対する満足度は、「満足している（「どちらかとい

えば満足している」を含む。）」、「不満（「どちらかといえば不満」を含む。）」

を押さえ、「どちらともいえない」が 59.2％となっています。 

  また、本市は芸術文化等の鑑賞や創作・参加の体験などの活動がしやすいま

ちであるかという問いに対しても、「思う（「どちらかといえば思う」を含む。）」、 

「思わない（「どちらかといえば思わない」を含む。）」を押さえて、「どちらと

もいえない」が 39.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

満足している

4.5 %

どちらかと

いえば満足

している

20.6 %

どちらとも

いえない

59.2 %

どちらかと

いえば不満

8.5%

不満

2.6%

無回答

4.5%

静岡市が行っている、文化事業や文化施設の管理運営などの取組に満足

していますか。 

静岡市は、芸術文化等の鑑賞や創作・参加の体験などの活動がしやすい

まちだと思いますか。 

「静岡市の芸術文化等に関する市民意識調査（平成 28年度）」 

回答数＝950 

思う

5.5 %

どちらかと

いえば思う

23.8 %

どちらとも

いえない

39.1 %

あまり

思わない

22.2%

思わない

7.4%

無回答

2.1%回答数＝950 
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 さらに、本市は身近に芸術文化が感じられるまちだと思うかの問いに、「思わ

ない（「あまり思わない」を含む。）」が 34.9％、「どちらともいえない」が 33.5％

と、「思う（「どちらかといえば思う」を含む。）」の 29.6％を上回っています。 

 また、本市は芸術文化等を活かしてにぎわいが生まれているまちだと思うか

の問いに、「思わない（「あまり思わない」を含む。）」が 34.3％、「どちらともい

えない」が 32.8％と、「思う（「どちらかといえば思う」を含む。）」の 28.8％

を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市は、身近に芸術文化等が感じられるまちだと思いますか。 

静岡市は、芸術文化等を活かしてにぎわいが生まれているまちだと思い

ますか。 

「静岡市の芸術文化等に関する市民意識調査（平成 28年度）」 

思う

5.4 %

どちらかと

いえば思う

24.2 %

どちらとも

いえない

33.5 %

あまり

思わない

28.0 %

思わない

6.9 %

無回答

2.0 %

思う

5.9 %

どちらかと

いえば思う

22.9 %

どちらとも

いえない

32.8 %

あまり

思わない

27.6 %

思わない

6.7 %

無回答

4.0 %

回答数＝950 

回答数＝950 
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３ 本市における芸術文化等の主な課題 

（１）市民が芸術文化等に気軽に触れ合える環境の整備 

  市民の文化活動に対する意識の高揚を図るためには、文化を身近なものと 

して感じられる環境の整備が求められます。そのためには、市民が活発に芸術 

文化等を鑑賞・体験・発表・創造することができるよう、様々な機会の提供や 

主体的な活動の支援等を行う必要があります。 

また、市民の活動を支え文化を生み出す拠点となる既存文化施設の機能拡 

充を図り、各施設の特色を活かした事業や新たな取組を展開することで、芸術

文化等に馴染みのなかった市民等の参画を促し、本市の文化の底辺拡大と、活

動への意欲を高めていく必要があります。 

 さらに、施設やイベントに関する様々な情報が簡単に入手でき、生活の一部

として文化を楽しむことができるような環境を整える必要があります。 

 

（２）文化を担う人材の育成 

 市内で活動する文化団体に行ったアンケートによると、高齢化等による会員

の減少が最も重要な課題となっており、市民の安定した活動のためには、次代

の担い手の育成は必至であるといえます。 

担い手の育成に必要な取組として、学校等での子どもに対する文化教育の充

実を求める意見も多く、将来の本市の文化を担う子どもたちに、鑑賞・発表・

体験を通じ、文化を身近なものとして捉え、多彩な文化を受け入れることがで

きるこころを育てることが求められます。 

  子どもの豊かな感性や創造性を育むため、学校教育等の連携を通じて、子ど

もたちが質の高い芸術文化等に触れる機会の充実を図るとともに、地域に根

差した文化への参加・体験の機会が必要となっています。 

また、子どもに限らず、潜在する担い手に対し、様々なジャンルの文化情報

を提供するとともに、文化全般に興味を持ってもらう取組が必要になっていま

す。 

 

（３）地域の文化資源のみがきあげと活用 

  本市には、三保松原、久能山東照宮、静岡浅間神社、駿府城跡・城下町、登

呂遺跡、静岡まつり、清水みなと祭り、大道芸ワールドカップ in 静岡などの

数多くの地域の文化資源を有しています。こうした資源は、市民の地域への愛

着や誇りを生み、都市としての魅力を向上するものであるにもかかわらず、こ

れまで十分に活用できていないという意見もあります。 

 あること自体が普通になり、その魅力に気づいていないとすれば、そのもの

自体の本来の価値を改めて知ることにより、市の魅力として誰にでも自慢でき

るものになるはずです。 
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そのためには、地域の文化資源について学び体験する機会を充実させ、これ

までの見方に新しい視点を加えることにより、新たな本市の魅力としてみがき

あげ、ブランド力を高める取組を進め、積極的に活用していくことが必要とな

ります。 

 

（４）文化を活かしたにぎわいの創出 

  芸術文化等の活動を充実させる効果として、そのちからによるまちのにぎ

わいの創出や、経済の活性化に期待が寄せられていますが、現状では、芸術文

化等を活かしてにぎわいが生まれているまちだと感じている市民は決して多

くはありません。 

  まちににぎわいを生み出すには、人が集まる仕掛けが必要になります。「ま

ちは劇場」プロジェクトを中心とした取組を展開することにより、いつでもど

こでも何か楽しいことが行われているまちとして広く発信し、見てみたい、来

てみたいと国内外から憧れられる存在となることが必要となります。 

  また、地域経済の活性化や産業の振興といった視点のもとに、誰もが気軽に

参加できる催しの開催を通じ、まち全体を盛り上げ、交流人口の拡大、ひいて

は定住人口の拡大につなげていく取組が必要となります。 

 

※「まちは劇場」プロジェクト Ｐ21参照 
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第３章 計画の基本的な考え方                   

ここでは、本市の文化振興の基本的な方向性として、目指す将来像等を明らか

にします。 

 

１ 目指す将来像 

 本計画を推進することにより、以下のようなまちの実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

 目指す将来像に向けて、達成すべき文化振興の基本目標を設定します。 

 

（１）歴史に彩られた個性豊かな文化の創造 

   長い歴史に培われ生み出されてきた本市特有の文化を継承しながら、新

たな文化を創造する市民の活動を支援し促進を図ります。 

 

（２）文化を活かした交流による活力あふれるまちづくり 

   文化の持つ創造する力により、まちのにぎわいや、国内外との盛んな交流

を生み出し、産業、経済と強く結びつくことにより、文化力を経済力に変え、

活力に満ちたまちの実現を図ります。 

文化のちからにより、訪れる人、住む人を 

魅了するまち 

◆ 気軽に文化に触れあえる環境が整い、市民の自主的な文化 

活動が活発に行われるまち 

 

◆ 市民が地域資源に誇りや愛着を持ち、自慢したくなるまち 

◆ 市内にある文化施設を核として、多くの市民が「文化」を 

生活の中に取り入れて楽しんでいるまち 

 

 

◆ 魅力的な文化事業が企画、開催され、人々を呼びこみ 

にぎわうまち 

うまち 

◆ 昔ながらの歴史や伝統文化が受け継がれ、新たな価値を生 

みだし魅力として発信できるまち 
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３ 基本的施策 

 基本目標を達成するために必要となる取組として、条例に規定された基本的

施策を推進します。 

 

計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化のちからにより、訪れる人、住む人を 

魅了するまち 

文化を活かした 

交流による 

活力あふれる 

まちづくり 

歴史に彩られた 

 個性豊かな 

文化の創造  

施策 

10 

文
化
に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る 

機
会
の
充
実 

子
ど
も
に
対
す
る 

文
化
教
育
の
充
実
及
び
支
援 

施策 

３ 
施策 

７ 

歴
史
文
化
に
関
す
る
資
源
の
活
用 

施策 

６ 

伝
統
的
な
文
化
の
保
存
及
び
継
承 

施策 

５ 

市
民
及
び
文
化
団
体
等
の
顕
彰 

施策 

２ 

文
化
を
享
受
す
る
機
会
の
拡
大 

施策 

４ 

文
化
活
動
の
担
い
手
の
発
掘
、 

育
成
及
び
支
援 

施策 

８ 

交
流
の
活
性
化
に
資
す
る 

文
化
事
業
の
開
催
等
の
推
進 

 

施策 

９ 

国
際
的
な
催
し
に
お
け
る 

市
の
芸
術
文
化
の
紹
介 

 

施策 

1 

特
徴
的
な
芸
術
文
化
の
継
承
、 

発
展
及
び
活
用 

目
指
す
将
来
像 

基
本
目
標 

基
本
的
施
策 

＜ 創造的人づくり ＞ 

＜ 創造的にぎわいづくり ＞ 

＜ 創造的魅力づくり ＞ 

基
本
的
施
策
推
進
の
た
め
の
視
点 

印は関連施策 
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施策イメージ例 

・まちかどにおける芸術空間の創出 

・特色のある自主事業の実施 

・「しずおか文化」を意識した観光・旅行業界との連携 

施策イメージ例 

・充実した環境や施設の提供 

・市民と一体となった文化事業の促進 

・各文化施設の特色を出した事業の開催 

第４章 施策の展開                        

 ここでは、目指す将来像及び基本目標を達成するための施策の内容について

示します。 

 

１ 基本的施策の展開 

 各施策の具体的な取組について、次のように展開していきます。 

 

 

 

●特徴的な芸術文化の継承、発展及び創造 

    本市で育まれ形成された特徴的な芸術文化を継承及び発展させ、また新たに創

造することで独自の文化として確立し、本市の魅力として広く発信します。 

●特徴的な芸術文化による交流の活性化 

    特徴的な芸術文化を本市の魅力として強く押し出し、観光事業と結びつけるこ

とにより交流の手段として活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●鑑賞、体験機会の充実 

    質の高い事業を鑑賞・体験する機会を拡大することにより、市民の文化力の向

上を図るとともに、文化施設が持つ調査・研究・企画力を拡充することで、多

彩な文化を受け入れることができる土台づくりを行います。 

●文化活動の環境整備 

    市民の創作活動を支援し発表の機会の充実を図ることにより、文化に対する意

識の向上につなげ、市民の自主的で創造的な文化活動を促進します。 

 

 

 

 

特徴的な芸術文化の継承、発展及び活用 施策１ 

文化を享受する機会の拡大 施策２ 
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施策イメージ例 

・文化・学習施設と学校との連携の充実 

・幅広い人材を活かした文化教育プログラムの実施 

・子どものうちから本物の文化に触れる機会の充実 

施策イメージ例 

・文化事業をコーディネートできるスタッフの養成 

・事業運営におけるボランティアの活用 

・人材・団体情報のデータベース化 

 

 

 

●子どもの鑑賞・発表・体験機会の充実 

    子どもの頃から多彩な文化に触れ、文化に対する興味、関心を育てることを目

的に、子どもを対象とした文化事業の充実を図ります。 

●学校と連携した文化教育の充実 

    子どもの主たる生活基盤である学校に、芸術家や講師を派遣し文化を身近に感

じられる機会を充実させるとともに、文化施設と連携することにより、学校や

地域が文化活動を行いやすい環境を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●若手の育成及び支援 

    高齢化による担い手不足を解消するため、現在の活動状況について積極的な周

知を行うとともに、今後の本市の文化活動を支えていく人材を育てるため、若

手の活動を支援し文化が育ちやすい環境を整えます。 

●文化活動のリーダーとなる人物の養成 

     新たな文化が生まれる核となるよう、芸術文化事業を企画、制作する人材など、

文化活動のリーダーとなる人材の育成を行います。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

子どもに対する文化教育の充実及び支援 施策３ 

文化の担い手の発掘、育成及び支援 施策４ 
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施策イメージ例 

・芸術文化奨励賞授与 

 

施策イメージ例 

・文化財の調査、研究、掘り起こし 

・伝統文化継承者の発掘と育成 

・伝統文化講座の開催や学習機会の拡充 

 

 

 

●市民及び文化団体等の顕彰 

    市の芸術文化の振興と向上に寄与する優れた業績を挙げ、将来その一層の発展

が望まれる市民及び文化団体等の顕彰を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

●伝統的な文化の保存及び継承 

    伝統的な文化を守り育てていくために、市内の伝統芸能の継承者や団体の把握

を行い、人材の育成や、地域での取組に対する支援を行います。 

●地域資源への誇りと愛着の醸成 

    各地域の伝統芸能や民俗芸能に関する情報提供や学習機会の充実を図ること

により、日本古来の文化に対する誇りや地域への愛着を生み、継承への意識を

高め、継承者の育成へとつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民及び文化団体等の顕彰 施策５ 

伝統的な文化の保存及び継承 施策６ 
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施策イメージ例 

・文化財や伝統芸能についての講座の開催や学習機会の充実 

・観光地としての発信と集客のための環境整備 

・文化財やロケーションを意識したイベントの開催 

・産業遺構や歴史的景観を活かした観光促進 

 施策イメージ例 

・新しい文化事業の研究と開催 

・民間との協力による大型文化事業の招致 

・集客圏の拡大を図るための戦略の検討 

 

 

 

●歴史文化資源の保護 

    本市が持つ貴重な文化財や、歴史上の意義を要する事象に関する文化の調査研

究に努め歴史文化に新たな光をあて、触れ、楽しみ、正しい知識を学ぶ機会の

拡大により、保存や活用についての意識の高揚を図ります。      

●歴史文化資源の観光的活用 

    貴重な歴史文化資源を経済的側面に結び付け、まちの紹介を積極的に行うなど、

見てみたい、来てみたいと思わせる取組を進め、国内外に広く発信することに

より、本市に人を呼びこみ活発な交流を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大規模事業開催による集客 

    一度に大勢が楽しむことができる大規模な芸術文化事業を、企画、誘致、開催

し、まちに人を集めにぎわいを生み出すだけでなく、参加者同士が交流できる

場を創出します。 

●特徴的な芸術文化による交流の活性化 

近隣市町にない文化事業を展開することにより、県内外からの集客を図り交流

人口の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史文化に関する資源の活用 施策７ 

交流の活性化に資する文化事業の開催等の推進 施策８ 
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  施策イメージ例 

・文化情報の集約及び発信方法の検討 

・文化団体間の交流の機会と情報交換の促進 

・ミニコミ誌への積極的な情報提供 

・しずおか文化を担う団体等の情報の発信 

 施策イメージ例 

・全国・世界規模の文化事業の立案や開催 

・全国各地と文化イベントを共催するための取組の推進 

・姉妹都市、友好都市との文化交流の活性化 

 

 

 

●国際的な催しへの積極的な参加 

    国際的な催しの開催を絶好の機会ととらえ、市の魅力としてしずおか文化を紹

介する取組を積極的に行い、本市に人を呼びこみます。 

●世界を対象とする事業の推進 

国内外から多くの人々が集い、文化を通じて気軽に交流を図ることができる文

化事業の立案や開催の推進、支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●情報発信方法の確立 

    活発な文化活動のためには、文化に関する情報が正しく豊富に発信されている

必要があるため、市民が文化を身近なものとして感じられることができるよう、

文化情報の提供とそれに伴う環境整備を行います。 

●シティプロモーションの推進 

    本市特有の文化を、市の魅力として国内外に発信するため、シティプロモーシ

ョンの推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際的な催しにおける市の芸術文化の紹介 施策９ 

文化に関する情報を発信する機会の充実 施策 10 
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２ 基本的施策推進のための視点 

文化のちからによる都市の発展を目指すには、これまでの文化振興の考え方

にとらわれず、芸術文化等や地域資源が持つ創造性を地域振興、観光、産業等の

様々な分野に活用し地域課題の解決を図る創造都市の取組が必要になります。 

 このため、基本的施策の展開を推進するために、次の３つの視点を設けること

とします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本市における芸術文化等における課題を解決するには、それぞれの施策を進

めながらも、横断的に結びつけ取り組むことが大切です。 

この３つの視点が相互に連携しながら、「文化のちからにより、訪れる人、住

む人を魅了するまち」の実現に向けて、本市の文化振興を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の自主的で活発な創作活動を通じて、個性や創造性を発

揮できる人材を育てるとともに、地域資源について正しく理

解することにより、地元に誇りや愛着を持つ人材を育てます。 

創造的 

人 

づくり 

創造的 

にぎわい 

づくり 

本市が持つ地域資源を積極的に活用し、新たな要素と組み合

わせることにより、他にない独自性を生み出し「しずおか文

化」の魅力を向上させます。 

創造的 

魅力 

づくり 

多くの人が様々な空間において多彩なジャンルの文化に触

れる機会を創出することにより、まちに人を呼びこみにぎわ

いを生み出します。 

人 
づくり 

創造的 

にぎわい 
づくり 

魅力 
づくり 

創造的 創造的 
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・文化財サポーター育成事業 

創
造
的
魅
力
づ
く
り 

≪主な取組≫ 

 ◆「天守台跡発掘調査」の見える化や、歴史文化を感じられるイベントな

ど、文化財やロケーションを意識した事業を開催することにより、地域

資源についての市民の認識を高めます。 

 ◆アニメ、映像等を活用して、若い人たちへの文化イベントへの参加を促

すとともに、新たな魅力として発信します。 

 ◆本市ゆかりの人物を再認識する機会を創出し、地元の誇りとして顕彰す

るとともに、本市が持つ地域資源として発信します。 

視
点
２ 

創
造
的
魅
力
づ
く
り 

≪主な取組≫ 

 ◆文化に対する意識の向上を図るとともに、発表機会の提供や創造の場の

環境整備を行うことにより、「芸術家に優しいまち」として人材の充実を

図ります。 

 ◆イベント企画から運営において、市民が参画する機会の充実を図ること

により、文化事業をコーディネートできる人材や活動を支えるボランテ

ィアの育成を図ります。 

 ◆市内で活動する芸術文化団体等の交流を促進し、団体間のネットワーク

の充実を図ります。 

 ◆文化財等の貴重な地域資源を体験し学ぶ機会を充実させ、本市の魅力を

伝えられる人材を育成します。 

 ◆次代の文化の担い手となる子どもたちに対し、学校教育の場での鑑賞・

発表・体験機会の充実を図り、文化の芽を育てます。 

 ◆本市に根付いた、ホビーに代表されるものづくりの文化を広く発信し、

体験機会を通して、伝統工芸や地域の歴史への理解を深めます。 

視
点
１ 

創
造
的
人
づ
く
り 

≪主な取組≫ 

 ◆まちの様々な空間において大道芸、ダンス、音楽、アートなどの多彩な

ジャンルの文化に触れる機会を創出します。 

 ◆路上パフォーマンスの聖地として、誰もが表現活動を行うことができる

ポイントを整備し、人と人との交流につなげます。 

 ◆既存のまつり等をみがきあげ、他事業と連携させることにより、誰もが

楽しむことができるイベントとして、世代を超えた交流の活性化を図り

ます。 

 ◆市内の、いつ、どこで、どんなことが行われているのか、「静岡がおもし

ろい！」を伝えることができる情報発信手段を確立します。 

視
点
３ 

創
造
的
に
ぎ
わ
い
づ
く
り 
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 ・文化財サポーター入門講座 

・静岡市民文化祭、静岡市芸術祭の開催 

 ・「静岡の名手たち」オーディションの開催 

 ・る・く・るナビゲーター事業 

 ・科学コミュニケーター事業 

 ・各文化施設におけるボランティア育成事業 

 ・地場産品体験学習事業 

 ・お茶の美味しい入れ方教室の開催  など  

 

主 

要 

事 

業 

 

 ・「家康公が愛したまち静岡」プロジェクト 

・歴史文化施設建設事業 

・駿府城跡天守台発掘調査見える化事業 

・東海道歴史街道まち歩き観光の推進 

・三保松原保全活用整備事業 

・東静岡地区「アート＆スポーツ／ヒロバ」整備事業 

 ・「駿府匠宿」における創作体験 

 ・フィルムコミッションの推進 

 ・静岡型体験観光の推進 

 ・駿府本山お茶まつりの推進  など 

 

主 

要 

事 

業 

 

・「まちは劇場」プロジェクト推進事業 

     オーケストラ事業 

パフォーミングアーツ事業 

東静岡アートパーク事業 

・「清水にぎわい落語まつり」の開催 

・「富士山コスプレ世界大会」の開催 

・「しずおか“おまち”サンタフェスティバル」の開催 

 ・「静岡まつり」「清水みなと祭り」などの地域の特性を 

活かしたまつりの開催 

・静岡型体験観光の推進 

・「ホビーのまち静岡」の推進 

・お茶ツーリズム推進事業の実施  など 

 

主 

要 

事 

業 
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３ リーディングプロジェクト 

 施策の展開に基づき、今計画期間内に重点的に進める取組を、リーディングプ

ロジェクトとして設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

「まちは劇場」プロジェクトは、「“まち”に来れば何か面白いことをやってい

る。」、「“まち”に出かけることが楽しいと思う。」「『わくわくドキドキ』が溢れ

る“まちづくり”」の試みとして、「ヒロバ」を媒介に、人と人、アーティストと

市民、広場と広場など、多様なモノ・コトをつなげ、人間的なスケールで生き生

きとした、安全で健康的なまちを目指す“人が主役のまちづくり”です。 

コンパクトな市街地において、本市に根付いた大道芸や演劇、音楽などの芸術

文化等の持つ創造性を活かし、誰もが気軽に楽しむことができる仕掛けづくり

を通じて、市民の芸術文化等への参加や活動を促すとともに、交流人口の増加に

よる地域経済波及効果とシティプロモーション効果の最大化を図ります。 

また、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた、全

国的な文化オリンピアードの盛り上がりを受け、「まちは劇場」プロジェクトを

文化プログラムに結びつけ、誰もがオリンピック・パラリンピックに参加すると

いう意識のもと、文化のちからをまちの活力に変える絶好の機会と捉え、あらゆ

る人々が参加できる各種プログラムを実施します。 

 このため、本市の持つ地域資源、歴史的資源、人的資源等の静岡らしさを活か

した体験プログラム等の創造的な取組を進め、「静岡市」及び「しずおか文化」

の魅力を広く世界に発信し、文化を通じた交流による地域活性化を図るととも

に、多くの若者の参加を促し創造性を育むことにより、2020 年以降のしずお

か文化の担い手となる人材を育成し、未来への文化の継承につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

第５章 推進体制                    

 ここでは、主体別の役割分担と、今後の進捗管理について述べています。 

 

１ 推進主体の役割 

 本計画は、静岡市創造及び交流によりまちの活力を生み出す文化の振興に関

する条例に基づき、各主体がそれぞれの責務にのっとり相互に連携及び協働し

ながら文化のちからにより、訪れる人、住む人を魅了する求心力の高いまちの実

現に向けた取組を展開していきます。 

 

（１）市民に期待される役割 

  市民には、文化の担い手としてその活力及び創意を生かしつつ、常に文化に

関する意識の高揚を図り、文化活動に自主的かつ主体的に取り組むことが

求められます。 

  ◆文化イベントの運営等への積極的な参画により、市民の感性や創意工夫

が活かされ、文化そのものの活性化につながります。 

  ◆日頃から、多彩で高度な文化に触れる機会を持つことで、文化に対する意

識の高揚を図り、豊かな感性を育むことが大切です。 

 

（２）文化団体に期待される役割 

  文化団体には、市民が充実した文化活動を行うための環境を整えるととも

に、文化活動を担う人材を育成することが求められます。 

  ◆同じ趣味や興味を持つ人々の集まりとして、文化活動の基盤となるとと

もに、団体間で連携することによる、活動の質の向上が期待されます。 

◆市民文化を推進する主体となり、個人活動を支援することにより、次代の

担い手の育成につながります。 

※「文化団体」とは、文化活動を行う法人その他の団体をいいます。 

 

（３）事業者に期待される役割 

  事業者には、文化活動への支援を積極的に行うとともに、当該事業者の事業

活動を通じて文化活動を振興することが求められます。 

  ◆地域の文化振興を地域経済の活性化へとつなげるため、積極的に文化事

業への協賛、支援を行い、市民と連携することにより、活動の活性化に寄

与することが期待されます。 

  ◆事業所で働く者が、余暇等を活用し充実した文化活動を行うことができ

るよう、活動を支援する環境の整備が望まれます。 

※「事業者」とは、市内において事業活動を行う民間企業等をいいます。 
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（４）教育機関に期待される役割 

  教育機関は、専門知識等を活用して文化活動を支援し、及び専門知識を有す

る人材を育成するとともに、次代を担う子どもに対し文化活動への親しみ

を抱かせるための支援を行います。 

  ◆本物の文化に触れる機会の充実を図るなど、子どもの豊かな情操を養う

ための文化教育が重要になります。 

  ◆施設間の連携を図り、市民が専門的で高度な文化活動に参加できる環境

を整えることにより、次代の文化を担う人材の育成を図ります。 

  ※「教育機関」とは、学校、図書館、博物館、生涯学習施設等をいいます。 

 

（５）公益財団法人静岡市文化振興財団の役割 

  静岡市文化振興財団は、長年の経験で培った人脈や専門知識等を活用し、計

画の主要な推進主体として、市民が各種文化に触れる環境の整備と市民自

身による創造的な文化活動を支援します。 

  ◆文化施設の特性を生かし、世界的なレベルの文化を発信するとともに、文

化を創造する拠点として、本市の文化を牽引します。 

  ◆高い専門性やノウハウ、ネットワークを活かして、魅力ある「しずおか文

化」の創造・継承・発信をします。 

     

（６）市の役割 

  ①市は、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

  ②市は、文化の振興に関する施策を行うに当たり、観光、産業、教育その他

の行政分野の施策との連携を図ります。 

  ③市は、文化の振興に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を

行うよう努めます。 

  ◆市民が、高度で多彩な文化に触れあえる機会の充実を図ります。 

  ◆市民が文化に向かう姿勢を支援し、活動をしやすい環境を整備します。 

  ◆市の文化を魅力として発信し、国内外の多くの人が「しずおか文化」を体

験できる機会の提供を推進します。 
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２ 計画の進捗管理と評価 

  各施策に位置づける事業について、年度ごとに実施計画の実績を取りまと

め、文化団体を代表する者、学識経験者、事業者を代表する者、公募市民によ

る委員で構成される「静岡市文化振興審議会」に報告を行い、専門的な見地や

市民意見を反映し評価を行います。 

  また、計画期間の中間年次に、計画全体の進捗状況について検証を行い、そ

こで出された成果、課題、対応策などの意見を踏まえ、必要に応じ計画内容や

実施事業の見直し等を行います。 

 

 

３ 計画全体の成果指標 

  計画の最終的な進捗状況の検証の参考とするため、平成 28 年度に実施さ

れた市民意識調査の結果を参考に、下記の３つの指標を設定し、本市の文化振

興施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：「静岡市の芸術文化等に関する市民意識調査（平成 28 年度）」 

普段から、芸術文化等の鑑賞や創作・参加を通じた体験などの活動をしている市民の割合 

平成 28年度：40.2％  ⇒  平成 34年度：50.0％ 

 創造的人づくり 

静岡市は、身近に芸術文化等が感じられるまちだと思う市民の割合 

平成 28年度：29.6％  ⇒  平成 34年度：40.0％ 

 創造的魅力づくり 

静岡市は、芸術文化等を活かしてにぎわいが生まれているまちだと思う市民の割合 

平成 28年度：28.8％  ⇒  平成 34年度：40.0％ 

 創造的にぎわいづくり 
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